
健康長寿とちぎづくり推進条例
平成26年4月1日施行

栃木県

みんなで｢健康長寿日本一とちぎ｣の実現を目指しましょう！

目的（第１条）
この条例は、「健康長寿とちぎづくり」（県民一人一人がその居住する地域にかかわらず心身と
もに健やかに歳を重ねていくことのできる地域社会の実現に向けた取組をいいます。）の推進に関し、
基本理念や県民等の責務、施策の基本となる事項を定めるものとします。

健康長寿とちぎづくりの基本理念（第２条）
自ら健康づくりに努める県民一人一人の自主性が尊重されること。
県民一人一人が、健康づくりを実践できるよう、多様な主体が連携・協働すること
により、必要な支援及び社会環境の整備が行われること。
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お問合せ先
栃木県保健福祉部健康増進課健康長寿推進班
電話:028-623-3094　メール:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp
健康長寿とちぎWEB  http://kenko-choju.tochigi.jp/
県ホームページ  http://www.pref.tochigi.lg.jp/index.html

条例本文は
  健康長寿とちぎWEB  ▶  健康長寿とちぎづくりとは  ▶  健康長寿とちぎづくり推進条例  　　　　　　　

から検索できます。
栃木県のホームページ  ▶  テーマから探す  ▶  福祉・医療  ▶  健康・保健衛生  ▶  健康長寿とちぎづくり 

県民の責務等

連携・協力
（第 5 条）

栃木県

基本計画の策定等

基本的な施策

基本計画　　　　　　　　
とちぎ健康21プラン

（２期計画）

第11条
健康診査の受診の促進等

第12条
食生活の改善の促進

第13条
運動等の促進等

第14条
受動喫煙の防止及び喫煙率の減少

第15条
心の健康の保持

第16条
幼児期からの健康な生活習慣の定着

第17条
高齢者の健康づくり

第 8 条
財政上の措置等

第10条
基本計画の策定

第 9 条
県議会への年次報告等

第18条　健康長寿とちぎづくり推進月間
10月を健康長寿とちぎづくり推進月間とします。

第19条　健康長寿とちぎづくり県民運動
健康長寿とちぎづくりに関する社会的気運を醸成するため、県を挙げて県民運動を推進します。
県民運動を推進するため、県、市町村、健康づくり関係者、事業者等で構成される県民会議を組織します。

県民（第 3 条）
○自らの心身の状態等に応じた健康づ
くり

○定期的に健康診査を受けることによ
る心身の状態の把握

○健康長寿とちぎづくりの推進等への
協力

県（第 4 条）
○施策の策定、実施
○県民の意見の反映

市町村
○健康づくりに関する施策の実施

健康づくり関係者（第 6 条）
○健康長寿とちぎづくりの推進等への
協力

事業者（第 7 条）
○職場環境の整備
○健康長寿とちぎづくりの
推進等への協力


